
医薬品を保護する特許権 （参考図面）


特許権①
「有効成分Ａ」

特許権②
「有効成分Ａを用いた鎮痛剤」

特許権③
「酸に不安定な有効成分
Ａ用の安定化剤Ｂ」

特許権④
「球形造粒品を核として、
有効成分Ａ、ポリマーＣ、
化合物Ｄの分散液を散布
して被覆した顆粒」

有効成分A

鎮痛剤
安定化剤B
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ポリマーC

口腔内崩壊性

粒径造粒品粒径１００μｍ以下

特許権⑥
「球形造粒品に、有効成分Ａ
及びポリマーＣを被覆し、かつ
粒径が１００ μｍの顆粒」

特許権⑤
「有効成分A、安定化剤Bを含

む口腔内崩壊剤」

医薬品X

製剤技術は、複数の発明の組み合わせであることが多く、また、特許クレームの表
現方法は、成分の種類や性能等様々であるため、有効成分や効能よりも、処分され
た医薬品と特許権の関連性が煩雑になることが多い。


